
外国人職員の従事する職に関する要綱 

 

第１条 この要綱は、外国人職員の従事する職に関する規則（平成９年大阪市規則第

81 号）第２条第２項の規定に基づき、外国人職員が従事する職について定めるこ

とを目的とする。 

 

第２条 外国人職員が従事する職は、別表に掲げる業務を行う職とする。ただし、課

長級以上の職にあっては、専ら専門的・技術的な業務を担当する職及び専ら定型的

な業務を管理する職に限る。 

 

第３条 この要綱の実施について必要な事項は、総務局長が定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成９年５月２日から実施する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成 10年５月１日から実施する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成 11年４月 28日から実施する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成 12年４月 28日から実施する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成 13年４月 27日から実施する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成 14年４月１日から実施する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成 15年４月１日から実施する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成 16年４月１日から実施する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成 17年４月１日から実施する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成 18年４月１日から実施する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成 19年１０月１日から実施する。 

 



附 則 

 この要綱は、平成 20年７月１日から実施する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成 21年６月１日から実施する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成 22年７月 15日から実施する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成 23年７月１日から実施する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成 24年７月１日から実施する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成 25年７月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成 26年７月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成 27年 10月 23日から施行する。 

    

   附 則 

 この要綱は、平成 28年 10月 25日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成 29年 10月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成 30年７月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和元年７月１日より施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和２年８月１日より施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和３年９月１日より施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日より施行する。 

 



附 則 

 この要綱は、令和４年６月１日より施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和４年９月１日より施行する。 


